
　　　　　　　　　　　ＦＡＸ：０１３５－４２－３５８３

　　　　　　　　　　　e-mail:shoukankou@town.furubira.lg.jp

質 問 回 答 日
令和８年１月１６日予定

（全応募団体に全質問に対する回答書を送付）

問 合 せ 先

　　　　　　　　　　　古平郡古平町大字浜町５０番地　古平町複合施設かなえーる内

　　　　　　　　　　　古平町役場総合政策課産業連携室商工観光係

質 問 受 付 期 間
令和７年１２月２４日から令和８年１月９日まで

（ＦＡＸまたはメール）

　　　　　　　　　　〒０４６－０１９２

　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０１３５－４８－９８４０

受 付 時 間 午前８時４５分から午後５時３０分まで

令和８年１月９日　古平町複合施設かなえーる内　３階中ホール

応 募 者 説 明 会 午前１０時００分～

（出席希望者は令和８年１月８日までに下記問い合わせ先に連絡をお願いします。）

古平町あいらんど広場（パークゴルフ場）

申 請 期 間
令和７年１２月２４日から令和８年１月２３日まで

（土・日・祝日を除く）

募 集 要 項 等 令和７年１２月２４日から令和８年１月９日まで

配 布 期 間 （配布希望者は下記問い合わせ先に連絡をお願いします。）

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで（１年間）
指 定 期 間
（ 管 理 す る 期 間 ）

指定管理者募集

　　ア　法律行為を行う能力を有しない者

　　イ　破産者で復権を得ない者

古平町では、下記の施設の指定管理者を募集します。

　　ウ　古平町における指定管理者の指定の手続きにおいて、その公正な手続

公 の 施 設 の 名 称

申 込 資 格
　　　 　きを妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者

③破産手続き開始の決定を受けた法人又は清算法人ではないこと。　

④国税及び地方税に未納税額がない団体であること。（団体名義で課税されて

 　いるすべての税目に未納がないこと）

⑤古平町又は地方公共団体から指定管理者の指定を取り消されたことがある

　 場合は、３年以上経過した団体であること。

①団体であること。　

②団体の役員（法人でない場合は、その団体の代表者）のうち次の事項のいず

   れか該当する者がいない団体であること。


